
いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日 午前８時 30 分～午後０時 30 分（受付は午前８時 30 分～午前 11 時 30 分）☎0244-68-2277 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 938 号 令和２年４月 20 日 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 
 現在、新型コロナウイルス感染症の発生が、国内外で多数報告されてい

ます。村では、対策本部を設置し、感染拡大防止策を講じています。村民

の皆さまも、感染症対策へのご協力をお願いいたします。 

～村民の皆さまにお願いしたいこと～ 

①インフルエンザ対策と同様に、マスクの着用や手洗いの徹底などに努め

ていただくようお願いいたします。 

②体調がおもわしくない方は、早めに医療機関での受診をし、出来るだけ

不要な外出を控えるようお願いいたします。 

③今後の村の行事等については、感染症対策をしっかりと行った上で、適

時判断しながら開催してまいりますので、ご理解ください。 

なお、特措法による「緊急事態宣言」や近隣市町村での感染事例によっ

ては、急きょ中止又は延期する場合がありますので、ご承知おきください。 

令和２年度 総合健康診査「延期」について 
 村では、例年５月に各会場で総合健康診査を行ってきましたが、今年度

は県内外で新型コロナウイルス感染症が拡大している現状を踏まえ総合

健康診査を延期します。 

 延期後の総合健康診査時期は現在のところ未定ですが、実施日について

は、改めてお知らせ版や個人通知等で皆さんにお知らせします。 

 なお、７月から開始する医療機関での健康診査は継続される見込みです。事

前に受診希望の医療機関への予約が必要になります。予約開始時期は受診

する医療機関により異なります。 

対象の方には村から受診をご案内しますので、案内が届きましたらご予約の

うえ受診してください。 

問健康福祉課健康係（☎0244-42-1637） 

スポーツ公園の利用休止について 

村では、新型コロナウイルス感染拡大防止のために５月６日までい

いたてスポーツ公園施設利用を休止します。なお、すでに納付済みの

利用料金は返金します。 

また、５月７日に利用再開を予定していますが状況により変更にな

る場合があります。変更のお知らせは村ホームページ等でお知らせし

ます。施設をご利用いただいている皆さまにはご迷惑をおかけします

が、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○いいたてスポーツ公園施設利用休止期間 

 ４月８日（水）～５月６日（水） （予定） 

○休止対象施設 ※会議室は利用可能です。 

陸上競技場・サッカー場・いいたて球場・屋内コート・屋外コート 

トレーニングルーム  

○いいたてスポーツ公園施設再開予定…５月７日(木) 

問生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎0244-42-0152） 

４月２９日 福島レッドホープス公式戦 中止 
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月 29 日（水）にいいたて

球場で予定されていました「福島レッドホープス対神奈川フューチャード

リームス」及び少年野球教室は中止となりました。 

参加を予定されていた皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご

協力をお願いいたします。 

問福島レッドホープス（☎024-923-1789） 

 

 
 

住民課税務係からのお知らせ 
①固定資産税課税明細書について 

家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、引き続き調査中のた

め、４月中旬に送付しています令和２年度固定資産税課税明細書には反映

されていません。 

 調査結果については令和２年中に各納税義務者へ結果通知書として送

付することとしております。 

 なお、令和３年度の課税再開時には適正な地目での課税となります。 

※調査への立会は不要です。 

②建物を新築、解体したら届出を 

 固定資産税の適正課税のため、村内に建物（車庫等を含む。）を新築、

増築、減築、または解体した場合はご連絡をお願いします。 

③申告相談について 

 申告相談において、４月 16 日（木）まで延長してきましたが、４月 17

日以降の申告相談については、相馬税務署にて相談を受け付けています。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

ゴールデンウィーク中のゴミ収集について 
 村では、ゴールデンウィーク中、通常通りにゴミ収集を行います。また、

配布済みの収集カレンダーで連絡していますとおり白トレイの回収につ

いても、ご協力ください。 

 なお、今年度も粗大ゴミ収集を実施します。詳細は決まり次第お知らせ

版等でお知らせします。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

風しん抗体検査、予防接種料金の全額助成  

妊婦が風しんにかかると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性

があるため、妊婦や周囲にいる人が風しんにかからないように予防するこ

とが大切です。 

村では、下記対象者の風しん抗体検査、予防接種料金を全額助成します。

検査および予防接種を希望される方は、事前に健康係まで申込みください。 

○対象者 

①妊娠を予定又は希望している女性（妊娠中は予防接種を受けられません） 

②妊娠している女性の夫、③妊娠を希望している女性の夫 

※いずれも、村に住所を有する方です。②、③の婚姻関係は問いません。 

ただし、今までに抗体検査を受け陽性だった方、予防接種を受けたことが

確実な方、風しんにかかったことがある方は対象外です。 

○助成期間…４月１日（水）～令和３年３月 31 日（水） 

○自己負担…なし ○接種場所…村が指定した医療機関  

○申込方法 

接種の際に必要な用紙がありますので、検査・接種希望日１週間前までに 

健康係に必ず申込みください。直接医療機関に申し込んでも接種できませ 

んのでご注意ください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1638） 

生活支援ワゴン運行事業について 

 村では、４月６日から村社会福祉協議会に委託し、買い物にも利用で

きるワゴン車を無償で運行します。 

 ワゴン車は、月曜から金曜（祝祭日を除く）の間運行し、利用には事前

の予約（利用日の２日前まで）が必要です。買い物の他、いいたてクリニック、

役場、金融機関、サポートセンターつながっぺ等への移動にも利用でき

ます。 

 なお、川俣町への買い物は、水曜日と金曜日、いいたてクリニックへの送迎

は火曜日と木曜日となります。運行は、複数人の乗り合わせで行うことか

ら、希望する出発や到着の時間に添えないことがありますので、あらか

じめご了承ください。 

予約・問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-26-5207） 

今 月 の 納 め も の 

○上下水道使用料    ２・３月分  ４月 30 日（木） 

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください。 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
令和２年３月１日から 31 日までに村で行った食品等の放射性物質の測

定結果について、お知らせします。この他の測定品目や詳細な測定結果に

ついては、村ホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

１．飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

井戸水・湧水等 ２ ０ - 小宮 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品 100Bq/Kg」「乳児用食品 50Bq/Kg」 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

各行政区の放射線測定値 
村が独自に計測した各行政区の１時間当たりの大気中放射線測定値は

次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化します。

単位は全て㍃シーベルト/時です。※は除染未実施分です。 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
４月６日（曇） ３月 19 日（曇） 

１ｍ １cｍ １ｍ １㎝ 

１ 草野字大谷地地内 0.22 0.27 0.24 0.24 

２ 深谷字原前地内 0.41 0.49 0.42 0.50 

３ 伊丹沢字山田地内 0.26 0.26 0.27 0.25 

４ 関沢字中頃地内 0.21 0.20 0.23 0.20 

５ 小宮字曲田地内 0.36 0.39 0.32 0.31 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.33 0.31 0.32 0.32 

７ 大倉字湯舟地内 0.19 0.20 0.22 0.22 

８ 佐須字佐須地内 0.22 0.24 0.24 0.23 

９ 草野字柏塚地内 0.14 0.15 0.16 0.17 

10 飯樋字下桶地内地内 0.29 0.25 0.29 0.28 

11 飯樋字一ノ関地内 0.35 0.48 0.31 0.32 

12 飯樋字笠石地内 0.21 0.18 0.21 0.20 

13 飯樋字原地内 0.35 0.38 0.36 0.36 

14 比曽字比曽地内 0.27 0.25 0.24 0.26 

15※ 長泥字長泥地内 2.10 2.78 2.05 2.50 

16 蕨平字木戸地内 0.41 0.37 0.40 0.38 

17 松塚字神田地内 0.19 0.20 0.18 0.19 

18 臼石字町地内 0.39 0.42 0.35 0.36 

19 前田字福田地内 0.35 0.36 0.32 0.34 

20 二枚橋字町地内 0.28 0.31 0.24 0.24 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
４月６日（曇） ３月 19 日 

１ｍ １cm １ｍ １㎝ 

１ 草野字大師堂地内 0.19 0.17 0.19 0.18 

２ 深谷字大森地内 0.23 0.27 0.22 0.25 

３ 伊丹沢字山田地内 0.13 0.13 0.13 0.13 

４ 関沢字中頃地内 0.26 0.25 0.25 0.24 

５ 小宮字曲田地内 0.31 0.24 0.29 0.25 

６ 芦原白金地内 0.18 0.15 0.16 0.14 

７ 大倉字大倉地内 0.09 0.10 0.10 0.11 

８ 佐須字虎捕地内 0.25 0.24 0.25 0.23 

９ 草野字大坂地内 0.19 0.17 0.20 0.20 

10 飯樋字町地内 0.21 0.21 0.20 0.19 

11 飯樋字割木地内 0.19 0.16 0.17 0.15 

12 飯樋字笠石地内 0.18 0.18 0.19 0.19 

13 飯樋字宮仲地内 0.11 0.09 0.11 0.10 

14 比曽字中比曽地内 0.18 0.15 0.18 0.16 

15※ 長泥字曲田地内 1.85 1.85 1.69 1.71 

16 蕨平字蕨平地内 0.35 0.34 0.33 0.34 

17 関根字押木内地内 0.15 0.14 0.14 0.14 

18 臼石字菅田地内 0.20 0.21 0.20 0.20 

19 前田字古今明地内 0.24 0.18 0.22 0.20 

20 須萱字水上地内 0.10 0.15 0.12 0.14 

【必須】令和２年そば等作付けの届出について  

 令和２年にそば等穀類（そば、豆類、麦）およびエゴマの作付けをする

圃場は、作付け前に土壌のカリ含有量検査を行う必要があります。   

令和２年に村内で作付する予定があり、届出がまだの方は、５月７日（木）

までに農政第二係まで届出ください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

飯舘村地上デジタル放送再送信事業  

村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。 

 申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画係

までお問い合わせください。なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、

申し込みを予定されている方はご注意ください。 

【費用】  

○加入分担金…２万円  

○月額使用料…300 円（年額 3,600 円） 

※月額使用料については現在減免されています。 

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。  

問村づくり推進課企画係（☎0244-42-1613） 

タブレット事業の終了について  

村が、配布している新タブレットについて、お知らせします。 

○令和２年３月 31 日で、タブレット事業が終了となりました。 

○現在、タブレットの通信契約が解除され、アプリ等が利用できません。 

○タブレットの取扱いは、利用者に別途お知らせしていますので、ご確認

ください。 

問村づくり推進課企画係（☎0244-42-1613） 

いいたて村の道の駅までい館 新ホームページ  

いいたて村の道の駅までい館では、ホームページを新設しましたのでお

知らせいたします。最新情報、おすすめ商品などを掲載していますので、

ぜひご覧ください。 

いいたて村の道の駅までい館 ホームページＵＲＬ 

https://madeikan.com/ 

問(株)までいガーデンビレッジいいたて（☎0244-42-1080） 

弁護士による心配ごと相談を開催します 

村社会福祉協議会では、鈴木芳喜弁護士による「心配ごと相談」を下記

のとおり開催しますのでご利用ください。相談は無料です。 

○日 時…５月 20 日（水） 午後１時 15 分～午後３時 

○会 場…村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○予 約…５月 15 日（金）まで村社会福祉協議会に申込みください。 

問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」 

今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

在住者５名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

します。 

生活支援活動 見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等 

サロン活動 
健康づくりの支援、介護予防支援、 

生きがいづくりの支援等 

季節の行事 お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等 

住民交流事業 慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等 

１回の応募につき 10 万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。 

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募お

待ちしております。また、詳細は福島県共同募金会のホームページ

https://www.akaihane.or.jp/をご覧いただくか下記へお問い合わせくだ

さい。 

問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

  長ネギ ３ ０ -  前田 他 

葉わさび ２   ０ - 蕨平 他 

ふきのとう ９ ８ 110Bq/㎏ 関沢 他 

からし菜 ２ ０ - 小宮 他 


